
株主の皆さまへ

　当行は、株主・投資家等（以下、「株主等」という。）との意見交換・コミュニケーション等（以下、「対話」という。）を通じて、
当行の経営方針および財務状況等に関する正しい理解と評価を得ることを目的として、以下のとおり、「株主等との建設的
な対話に関する方針」を定めています。 

１．株主等との建設的な対話の実現
　当行の経営広報業務を担当する役員は、株主等との対話を統轄し、株主等の意向および主な関心事項を踏まえ、その都
度、対話に対応する者（以下、「対話者」という。）を適切に決定するなど、合理的な範囲で、建設的な対話の実現に努める。 

２．建設的な対話を促進するための体制
　当行は、株主等との建設的な対話の促進に向けて、総合企画部を中心に本部各部が連携し、正確かつ十分な情報を対話
者に対して提供する。

３．対話の手段の充実
　当行は、機関投資家向け、個人投資家向け、および地域別取引先向けの会社説明会のほか、個別面談、電話会議等の実
施により、対話の手段の充実に努める。

４．株主等の意見等の行内へのフィードバック
　当行は、株主等との対話において示された意見等について、必要に応じて対話を統轄する役員に報告を行うなど、適切
に行内へのフィードバックを図り、業務運営の改善に努める。

５．インサイダー情報の管理
　当行は、適切な情報開示およびインサイダー取引の防止にかかる行内規定を定め、株主等との対話に際して、インサイ
ダー情報の管理を徹底する。

法令・規則等の遵守
　当行は、銀行法、金融商品取引法、その他法令及び金融商品取引所の定める適時開示規則にしたがって、ディスクロー
ジャーを行っています。
　特に、銀行法に基づくディスクロージャー誌、金融商品取引法に基づく有価証券報告書は、株主・投資家、お取引先の皆
さまに当行の業務および財産の状況を開示する、重要な法定開示書類と認識しています。
　また、これらを補完する重要な会社情報の「適時開示」については、最新の会社情報を迅速・正確かつ公平に提供するた
め、金融商品取引所の規則にしたがって適切に実施しています。
　そのほか、当行では、株主・投資家の皆さまに適時・適切な情報をご提供するために、会社説明会の開催や各種財務デー
タの自主的な開示にも積極的に取組んでいます。

ホームページへの掲載
　当行ホームページに、統合報告書のほか会社説明会資料等の掲載、会
社説明会の動画等の配信を行っています。
　また、海外の投資家向けにIntegrated reportや会社説明会資料等の
英訳版も掲載しています。

　当行は、「株主等との建設的な対話に関する方針」を定めており、株主等の皆さまとの建設的な対話の実現に向け体制を
整備しているほか、株主等の皆さまからの意見については行内にフィードバックを行っています。

株主との対話の実施状況（2022年度）

活動 対応者 実施回数

機関投資家・アナリスト等との
個別ミーティング

頭取
経営広報業務担当役員、経営広報業務統轄者等

85回
（うち海外投資家4回）

機関投資家向け会社説明会 頭取 2回（合計  131名）

個人投資家向け会社説明会 頭取 3回（合計1,267名）

行内へのフィードバック状況
　個別ミーティングや会社説明会により受けた株主等の皆さまからの意見等については、経営広報業務担当役員より、定
期的に取締役会へ報告しています。2022年度は3回のフィードバックを行いました。

株主等との対話の状況
　株主等の皆さまに当行の取組みについて理解を深めていただくため、当行では積極的に対話を行っております。2022年
度につきましては、7月から9月にかけ当行のスキルマトリックスに対するご評価をいただく対話を行いました。株主等の皆
さまよりいただいた「現状に即したスキルではなく、今後の事業価値創造に向けた目標をスキル項目とすべき（国内/機関投
資家）」や「価値創造に向けた取締役会構成となっていることを示すべき（国内/機関投資家）」等の意見を踏まえ、「スキル・
マトリックス」の内容を修正しました。
　今後も、株主等の皆さまとの建設的な対話を通じ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めていきます。

株主等との建設的な対話に関する方針

ディスクロージャーに関する考え方

株主との対話の実施状況等

株主還元方針

　2021年4月よりスタートした「Vision 2030」に基づき、顧客満足度向上や生産性改善を通じた強固な財務基盤を構築す
るとともに、株主の皆さまへの使命として掲げた「七十七グループの成長とリターンの提供」を早期に実現させていく観点
から、2022年1月、安定的な配当の継続と具体的な目標を掲げる株主還元方針を策定しました。

銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持等を考慮し、安定的な配当を継続していくことを基本方針とする。 
また、財務基盤の強化を前提として、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向を2023年度まで30%を
目標に段階的に高めていき、株主利益と資本効率の向上を目指していく。

株主還元方針
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役員一覧 （2023年7月３１日現在）

常務取締役 村 主　正 範
1988年4月 当行入行
2010年3月 当行仙台東口支店長
2011年9月 当行札幌支店長
2013年6月 当行県庁支店長
2015年6月 当行営業渉外部長
2018年4月 当行コンサルティング営業部長
2018年6月 当行執行役員コンサルティング

営業部長

2019年6月 当行執行役員東京支店長
2020年6月 当行上席執行役員東京支店長
2021年6月 当行上席執行役員本店営業部長

兼芭蕉の辻支店長
2021年12月 当行上席執行役員本店営業部長

兼芭蕉の辻支店長
兼南町通支店長

2022年6月 当行常務取締役（現職）

代表取締役会長 氏 家　照 彦

取締役（社外取締役） 奥 山　恵 美 子
1975年4月 仙台市採用
2009年8月 仙台市長
2018年6月 当行取締役（現職）
  
  
  

 

  
 

  

取締役（社外取締役） 小 山　茂 典
1982年4月 東北金属工業株式会社
　 （現株式会社トーキン）入社
2007年4月 同社執行役員EMC事業部長
2010年6月 同社取締役執行役員
2011年6月 同社取締役執行役員常務
2012年2月 同社代表取締役執行役員社長
2017年4月 KEMET Corporation 

Executive vice president

2020年7月 株式会社トーキン相談役
2021年7月 公益財団法人トーキン

科学技術振興財団
理事長（現職）

2022年6月 当行取締役（現職）
2023年6月 伯東株式会社取締役

（現職）

取締役監査等委員（社外取締役） 遠 藤　信 哉
1979年4月 宮城県採用
2013年4月 宮城県土木部長
2017年4月 宮城県公営企業管理者
2019年4月 宮城県副知事
2019年6月 公益社団法人宮城県国際

経済振興協会理事長

2020年7月 株式会社仙台港貿易促進
センター代表取締役会長

2023年6月 公益財団法人宮城県
スポーツ協会理事長（現職）

2023年6月 公益財団法人みやぎ産業
振興機構理事長（現職）

2023年6月 当行取締役監査等委員（現職）

取締役監査等委員（社外取締役） 山 浦　正 井
1973年10月 仙台市採用
2005年9月 仙台市副市長
2006年4月 財団法人仙台市公園

緑地協会理事長
2007年6月 株式会社仙台ソフト

ウェアセンター
代表取締役社長

2008年6月 仙台中央食肉卸売市場
株式会社監査役（現職）

2014年4月 社会福祉法人仙台市
社会福祉協議会会長

（現職）
2015年6月 当行監査役
2017年6月 当行取締役監査等

委員（現職）

常務取締役 黒 田　隆 士
1990年4月 当行入行
2014年6月 当行東卸町支店長
2016年6月 当行泉支店長
2018年6月 当行古川支店長
2019年6月 当行コンサルティング営業部長
2020年6月 当行執行役員コンサルティング

営業部長

2021年6月 当行執行役員人事部長
2022年6月 当行上席執行役員人事部長
2023年6月 当行常務取締役（現職）

取締役（社外取締役） 福 田　一 雄
1981年4月 日本銀行入行
2003年5月 同行前橋支店長
2005年12月 同行金融機構局参事役
2007年6月 同行金融研究所参事役
2008年7月 同行仙台支店長
2012年5月 同行文書局長
2013年6月 株式会社千葉銀行監査役

2017年6月 株式会社大阪取引所
常務執行役員

2018年4月 同社取締役常務執行役員
2019年4月 日本取引所自主規制法人

常務理事
2023年6月 当行取締役（現職）

取締役（社外取締役） 大 滝　精 一
1987年10月 東北大学経済学部助教授
1992年4月 同大学経済学部教授
1999年4月 同大学大学院

経済学研究科教授
2011年4月 同大学経済学研究科長・

経済学部長
2014年7月 公益財団法人地域創造基金

さなぶり理事長（現職）

2016年6月 株式会社ユアテック
監査役

2016年11月 一般社団法人ローカル
グッド創成支援機構
代表理事（現職）

2018年4月 大学院大学至善館
副学長（現職）

2020年6月 当行取締役（現職）

取締役監査等委員 鈴 木　広 一
1984年4月 当行入行
2005年3月 当行涌谷支店長
2007年9月 当行増田支店長
2009年6月 当行総務部長
2013年6月 当行営業統轄部長
2014年6月 当行執行役員

営業統轄部長

2015年6月 当行取締役執行役員
卸町支店長

2018年6月 当行常務取締役
2021年6月 当行取締役監査等

委員（現職）

取締役監査等委員（社外取締役） 三 浦　直 人
1978年4月 東北電力株式会社入社
2012年6月 同社執行役員お客さま本部

副本部長お客さま本部配電
部長

2015年6月 同社常務取締役電力ネット
ワーク本部副本部長

2015年6月 東北インテリジェント通信株式
会社（現株式会社トークネット）
取締役

2018年6月 東北インテリジェント通信株式
会社（現株式会社トークネット）
代表取締役社長

2021年4月 東北インテリジェント通信株式
会社（現株式会社トークネット）
代表取締役会長（現職）

2023年6月 東北生産性本部会長（現職）
2023年6月 当行取締役監査等委員（現職）

取締役監査等委員（社外取締役） 牛 尾　陽 子
2001年5月 株式会社藤崎

快適生活研究所
専務取締役所長

2003年5月 株式会社藤崎取締役
2011年1月 財団法人東北活性化

研究センター
アドバイザリーフェロー

2012年4月 公益財団法人東北活性化
研究センターフェロー

2016年4月 国立大学法人東北大学監事（現職）
2019年6月 当行取締役監査等

委員（現職）
2020年8月 株式会社真正総合事務所

代表取締役（現職）

取締役

監査部長 千 田　 一 仁
東京支店長 福 士　 博 公
審査部長 斎 藤　 一 寿
石巻支店長兼穀町支店長 遠 藤　 国 明
事務統轄部長 北 薗 　　 宏

上席執行役員

特命事項担当（DX関連） 加 藤　 雅 英
地域開発部長 茂田井健太郎
卸町支店長 遠 藤　 英 樹
営業統轄部長 小田島　祥之
資金証券部長 青 木　 一 洋
本店営業部長兼芭蕉の辻支店長兼南町通支店長 川 口 　　 健
人事部長 渡 邉 　　 崇

執行役員

1969年4月　日本興業銀行入行
1992年8月　同行関連事業部参事役
1993年6月　当行取締役営業開発部長
1995年6月　当行取締役営業推進部長
1997年6月　当行取締役本店営業部長
1998年6月　当行常務取締役本店営業部長

1999年6月　当行常務取締役調査部長
2000年3月　当行常務取締役
2002年6月　当行専務取締役
2005年6月　当行代表取締役副頭取
2010年6月　当行代表取締役頭取
2018年6月　当行代表取締役会長（現職）

代表取締役頭取 小 林　英 文
1981年4月　当行入行
2006年6月　当行資金証券部長
2008年6月　当行総合企画部長
2010年6月　当行取締役総合企画部長
2013年6月　当行取締役本店営業部長
2014年6月　当行常務取締役本店営業部長

2015年6月　当行常務取締役
2016年5月　  当行常務取締役石巻支店長  

兼湊支店長
2016年6月　当行常務取締役
2017年6月　当行代表取締役副頭取
2018年6月　当行代表取締役頭取（現職）

常務取締役 井 深　修 一
1989年4月 当行入行
2013年9月 当行仙台原町支店長
2016年6月 当行市場国際部長
2019年6月 当行執行役員石巻支店長

兼湊支店長
2020年2月 当行執行役員石巻支店長
2021年1月 当行執行役員石巻支店長

兼穀町支店長

2021年6月 当行上席執行役員石巻支店長
 兼穀町支店長
2022年6月 当行上席執行役員本店営業部長
 兼芭蕉の辻支店長
 兼南町通支店長
2023年6月 当行常務取締役（現職）

常務取締役 小 林　寛
1991年4月 当行入行
2012年6月 当行北浜支店長
2014年9月 当行盛岡支店長
2017年6月 当行県庁支店長
2018年6月 当行地域開発部長
2019年6月 当行総合企画部長
2021年6月 当行執行役員総合企画部長

2023年6月 当行常務取締役（現職）

代表取締役専務 小 野 寺　芳 一
1985年4月　当行入行
2007年9月　当行八幡町支店長
2009年3月　当行吉岡支店長
2011年6月　当行事務管理部長
2013年6月　当行総合企画部長
2014年6月　当行執行役員総合企画部長

2016年6月　  当行取締役執行役員  
石巻支店長兼湊支店長

2018年6月　当行常務取締役
2023年6月　  当行代表取締役専務（現職）
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主な機関ごとの構成員

取締役会の活動状況
取締役会は、経営上の重要事項に係わる意思決定を図っています。当行は、取締役会を毎月開催しており、2022年度は13
回開催しました。

取締役会の具体的な検討内容
「Vision 2030」の実現に向け短期経営計画や総合予算等について決議したほか、特に以下の点について議論のうえ決
議しました。
・子会社2社の設立
　「Vision 2030」に基づく、「『なりたい姿』の実現に向けたキーファクター」である「新事業・新分野の開拓」に向け、子
会社2社（七十七ヒューマンデザイン株式会社および七十七デジタルソリューションズ株式会社）の設立について議論
のうえ決議しました。
・サステナビリティ委員会の設置
　サステナビリティに係わる方針の立案、サステナビリティ推進管理に資する取組み等について定期的または必要に応
じて随時協議し、サステナビリティ推進管理態勢の整備・強化を行うため、サステナビリティ委員会の設置について決
議しました。
・ＭＥＪＡＲ次期共同利用システムの更改にかかる切替計画等
　2024年1月に予定するＭＥＪＡＲ次期共同利用システムの更改に向け、現行システムから次期システムへの切替を行
う本番切替前後における全般的な対応事項や、不測事態発生時の対応事項等について議論のうえ決議しました。

コーポレートガバナンス委員会の活動状況
当行は、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高め、企業統治機能の更なる充実を図るため、取締役会の任意の
諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置しています。コーポレートガバナンス委員会は必要に応じて随時開催
しており、2022年度においては4回開催しました。

コーポレートガバナンス委員会の主な審議事項
・取締役会全体の実効性の分析・評価について
・取締役候補者の指名ならびに代表取締役の選任について
・取締役に対する報酬等の配分について
・「業績連動型株式報酬制度」における2022年度の目標項目設定について
・相談役の委嘱について
・コーポレートガバナンス委員会の委員長および副委員長の選任について
・「取締役会全体の実効性に関する分析・評価」における課題への対応結果等について
・「スキル・マトリックス」の改正について
・経営全般に関する意見交換

実効性の高いコーポレートガバナンス体制の構築
コーポレートガバナンスの更なる拡充を通じて企業価値の向上を図るた
め、女性役員や元企業経営者等の選任を通じ、取締役会メンバー構成の
多様化を図っており、実効性の高いコーポレートガバナンス体制を構築し
ています。

役職名 氏　名 取締役会 常務会 コーポレート
ガバナンス委員会 監査等委員会 サステナビリティ

委員会
コンプライアンス

委員会

（代表取締役）
取締役会長 氏　家　照　彦 ○（議長） ○ ○

（代表取締役）
取締役頭取 小　林　英　文 ○ ○（議長） ○ ○（委員長） ○（委員長）

（代表取締役）
専務取締役 小野寺　芳　一 ○ ○ ○ ○ ○

常務取締役 村　主　正　範 ○ ○ ○ ○

常務取締役 井　深　修　一 ○ ○ ○ ○

常務取締役 黒　田　隆　士 ○ ○ ○ ○

常務取締役 小　林　　　寛 ○ ○ ○ ○

取締役 奥　山　恵美子 ○ ○（委員長）

取締役 大　滝　精　一 ○ ○

取締役 小　山　茂　典 ○ ○

取締役 福　田　一　雄 ○ ○  

取締役監査等委員 鈴　木　広　一 ○ △（注３） ○（委員長） △（注３） △（注３）

取締役監査等委員 山　浦　正　井 ○ ○

取締役監査等委員 牛　尾　陽　子 ○ ○

取締役監査等委員 三　浦　直　人 ○ ○

取締役監査等委員 遠　藤　信　哉 ○ ○

その他の構成員 総合企画部長

総合企画部長
リスク統轄部長
営業統轄部長
地域開発部長

人事部長
総務部長

総合企画部長
コンプライアンス

統轄部長
事務統轄部長

監査部長

株主総会

取締役会

取締役
（監査等委員である取締役を除く）

会長

頭取

副頭取

専務取締役

常務取締役

8名

コーポレートガバナンス委員会

3名 4名 8名 1名 4名

監査等委員

監査等委員会

常務会

役員部長連絡会

サステナビリティ委員会

コンプライアンス委員会

取締役 社外取締役

コーポレートガバナンス体制

・  経営の基本理念である「行是」に従い、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地方銀行の公共的使
命を常に念頭においた業務運営に努めます。

・  当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の透明性およびプロセスの適切性を高めるとととも
に、地域社会、取引先および株主をはじめとする、ステークホルダーとの適切な協働に努めます。

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

50％
（8名/16名）

12.5%
（2名/16名）

社外取締役比率 女性役員比率
（2023年6月末時点）

 (注)１ 副頭取は選任されておりません。
　　２ 取締役奥山恵美子、大滝精一、小山茂典、福田一雄、山浦正井、牛尾陽子、三浦直人及び遠藤信哉は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
　　３ 常勤の取締役監査等委員は、常務会、サステナビリティ委員会及びコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べます。
　　４ 監査等委員会の委員長は、コーポレートガバナンス委員会に陪席します。
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ガバナンスの充実・強化へのあゆみ

取締役会の実効性評価
　当行は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、毎年度末を基準として、取締役会全体の実効性について
分析・評価を行い、結果の概要を開示するとともに、必要な改善を図る旨を定めております。
＜評価方法＞
　取締役に対するアンケートを実施し、定量的評価と定性的評価の側面から実効性を評価しました。
＜2022年度の取締役会実効性評価の概要＞

（１）全体的な評価
　当行の取締役会は適切に運営されており、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しております。

（２）昨年度の課題に対する改善策の取組み状況
・2022年6月の定時株主総会において、グローバルなものづくり企業の元経営者が社外取締役に就任し、取締役会メン
バー構成の多様化を図っております。
・取締役会における議論の活性化のため、取締役会資料の分量の見直しを行った結果、取締役会における質疑応答の時間
が増えるなど議論の活性化が図られております。

（３）アンケートを通じて認識した課題
　昨年度の課題は着実に改善が図られているものの、アンケートを通じて継続的に改善を図る必要があると認識したため、
引続き以下の事項を課題として改善を図っていく方針であります。
・取締役会メンバー構成の更なる多様化に努めること
・議論の更なる活性化に向けた取締役会運営の見直しに努めること

2014年
執行役員制度
の導入

2015年
●「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の制定
●「コーポレートガバナンス委員会」の設置

2017年
●監査等委員会設置会社への移行
●役員報酬制度の見直し（業績連動報酬制度の導入）

2018年
●執行役員制度の改正
●女性役員の選任

2019年
社外取締役
（女性）の増員

2020年
社外取締役の増員

2021年
「執行役員会」の設置

取締役のスキルマトリックス
　当行の取締役会は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、また「Vision 2030」に掲げる「なり
たい姿」を実現するために必要な各取締役が備えるべきスキル等を特定したうえで、銀行業務に精通した社内取締役と、社
外における豊富な経験や幅広い識見を有する複数名の社外取締役により、取締役会全体としての知識・経験・能力のバラ
ンスと多様性を備えた構成となっております。

社内 社外
経営戦略
企業経営
サステナ
ビリティ

コンプラ
イアンス

リスク管理
営業

地方創生
国際

市場運用 ＤＸ 人材の育成

監
査
等
委
員
で
な
い
取
締
役

氏 家 照 彦 ○ ◎ ● ● ● ●
小 林 英 文 ○ ◎ ● ● ● ● ●
小 野 寺　 芳 一 ○ ● ◎ ● ● ●
村 主 正 範 ○ ● ● ● ● ◎
井 深 修 一 ○ ◎ ● ●
黒 田 隆 士 ○ ● ◎ ● ●
小 林　  寛 ○ ● ◎ ● ● ◎
奥 山　 恵 美 子 ○ ◎ ●
大 滝 精 一 ○ ◎ ●
小 山 茂 典 ○ ◎ ● ●
福 田 一 雄 ○ ◎ ● ●

監
査
等
委
員 

で
あ
る
取
締
役

鈴 木 広 一 ○ ● ● ● ●
山 浦 正 井 ○ ● ● ●
牛 尾 陽 子 ○ ● ●
三 浦 直 人 ○ ● ●
遠 藤 信 哉 ○ ● ●

注．監査等委員でない取締役に対して、特に期待するスキル等に「◎」を付しております

取締役の研修等の方針
　当行は、取締役が、その役割を果たすために必要な知識の習得・更新等の研鑽に努めることを奨励するとともに、研修機
会の提供等を行い、必要な費用を支援することとしています。

（具体的な取組内容）
　新任となる社外取締役に対しては、本部各部がそれぞれ、各部の業務内容について説明を行うことを通じて、当行全体の
業務内容について理解を深めてもらうこととしています。
　また、社外取締役（監査等委員である取締役を含む）に対しては、任意の連絡会を定期的に開催し、情報交換・認識共有を
図るなど、連携を強化しています。

社外取締役の選任理由
氏名 選任理由 22年度出席状況

奥 山　 恵 美 子
　地方行政に長く携わり、仙台市長などの行政の責任者としての豊富な経験や幅広い識見から、当行の社
外取締役として適任であると判断し、取締役として選任いたしました。特に地方創生や地域貢献に関する
助言・監督をいただくことを期待しております。

取締役会
13回／13回

コーポレートガバナンス委員会
４回／４回

大 滝 精 一
　大学教育に長く携わった豊富な経験と経済・経営学に関する高度な専門知識を有していることから、
当行の社外取締役として適任であると判断し、取締役として選任いたしました。特に地域経済および経営
学の専門家としての助言・監督をいただくことを期待しております。

取締役会
13回／13回

コーポレートガバナンス委員会
４回／４回

小 山 茂 典
　グローバルなものづくり企業の経営者としての豊富な経験と国際的な幅広い識見を有していることか
ら、当行の社外取締役として適任であると判断し、取締役として選任いたしました。特に企業経営や地方
創生に関する助言・監督をいただくことを期待しております。

取締役会
11回／11回

コーポレートガバナンス委員会
３回／３回

福 田 一 雄

　日本銀行の要職を歴任し、金融市場・金融システムに関する豊富な経験と幅広い識見を有しているこ
とから、当行の社外取締役として適任であると判断し、取締役として選任いたしました。特に金融政策を
踏まえたリスク管理・市場運用、経営戦略・企業経営に関する助言・監督をいただくことを期待してお
ります。

山 浦 正 井

　地方行政に長く携わった豊富な経験や幅広い識見のほか、企業経営に携わった実績から、銀行の取締役の
職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験及び十分な社会的信用を有して
いると判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。特に地方創生・地域貢献や企業経営に関
する助言および取締役の職務執行の監査や取締役会の監督機能の強化を期待しております。

取締役会
12回／13回
監査等委員会
18回／20回

牛 尾 陽 子

　国立大学法人の監事としての実務経験のほか、企業経営に携わった実績から、銀行の取締役の職務執行
の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験及び十分な社会的信用を有していると
判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。特に企業経営に関する助言および取締役の職
務執行の監査や取締役会の監督機能の強化を期待しております。

取締役会
13回／13回
監査等委員会
20回／20回

三 浦 直 人

　公益事業を担う上場企業の取締役および企業経営に携わった実績から、銀行の取締役の職務執行の監
査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験及び十分な社会的信用を有していると判断
し、監査等委員である取締役として選任いたしました。特に企業経営に関する助言および取締役の職務執
行の監査や取締役会の監督機能の強化を期待しております。

遠 藤 信 哉

　地方行政に長く携わった豊富な経験や幅広い識見のほか、企業経営に携わった実績から、銀行の取締役
の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験及び十分な社会的信用を有
していると判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。特に企業経営や地方創生に関する
助言および取締役の職務執行の監査や取締役会の監督機能の強化を期待しております。
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社外取締役メッセージ

　就任する前、いわば外部の企業として見ていた当行の

印象は、一口で言えば「堅実経営」でした。地域に長年根

を下ろす「伝統」がその印象を強く感じさせる要因でも

あったかと思います。そして行員の方々からは「真面目・

慎重」、という印象を受けており、銀行業という仕事柄で

はいずれも重要な要素でもあると感じておりました。実

際に社外取締役として就任後、多くの行員と接する機会

がありましたが、中から見て感じるのは、外から見えてい

たものに加えて、多数の優秀な人材という企業にとって

重要な資産が豊富であること、そして地域のリーディン

グバンクとしての誇りと伝統を具現化していこうとする

強い思いがあるということです。創業より受け継がれる

「地域の繁栄を願い、地域社会に奉仕する」という行是に

則り、 "For the Miyagi" で一丸となる点は当行の大き

な強みだと感じております。地方公共団体と締結している

「地方創生に向けた包括連携に関する協定」に基づき、民

間資金やノウハウの活用に向けた官民の情報共有や対

　私自身は理系でエンジニア出身、長年エレクトロニクス

メーカーの経営に携わってきました。そんな私自身も含

めて、取締役会の構成を見てみると、社外取締役にはこ

れまでの銀行の枠にとどまらない幅広い知見や経験を求

めようとする積極性を感じます。実際、取締役会の中では、

議長を務める氏家会長を中心に、社外取締役を含めて発

言しやすい雰囲気が醸成され、活発な議論が行われてお

ります。取締役会での議論をより活発なものにするため、

社外取締役への事前説明の場を設けていただいている

ほか、要点を絞った資料構成等にするなど、日々内容の改

善が図られており、取締役会運営をより良いものにして

いこう、変えていこうという意欲が組織全体から感じられ

ます。

　当行の業績につきましては、過去最高益を2期連続で

話促進を展開する場として、当行が事務局を務める「み

やぎ広域PPPプラットフォーム」の形成はその象徴であり

ます。また、宮城県内においても多くのお客さまよりお取

引をいただいておりますが、これまで地域との強い信頼

関係を構築してきた結果が高い取引シェアを維持できて

いる要因と感じております。しかし、強みと弱みは往々に

して裏腹にあります。同質性やまとまりの良さは、ときに

多様性の確保の点では足かせとなります。シェアの高さ

等の基盤に恵まれていることは、危機感を希薄なものと

し、ときとして変革への意志を削ぐことにもなりかねませ

ん。デジタル化の進展をはじめ、今は変化のスピードが

極めて早い時代です。2021年4月よりスタートした経営

計画「Vision 2030」の中でも掲げている「企業文化改

革戦略」により、次代に向けて「七十七銀行は変わったね」

と言ってもらえるようなチャレンジが望まれていると思い

ます。

更新いたしました。2023年度の業績予想につきましても、

引き続き堅調に推移し、3期連続の増益、過去最高益を更

新する見込みです。しかし、そのような状況だからこそ安

易に緩まず目標を高く保つ積極性と、冷静に経営リスク

や環境変化を見極め、引き締めることの両輪が必要です。

近視眼的に一喜一憂するのではなく、中長期的に重要な

ものを見据え、取締役会として深く幅広い議論を行って

いくことが、地域を支える金融機関として、またサステナ

ビリティの観点からも重要であると思います。変革の時

代の中、一企業として求められることも多くなることが想

定されますが、取締役会メンバーの多様化に努め、議論

を行っていくことが取締役会の実効性向上、そして当行

の企業価値向上にもつながるものと感じております。

七十七銀行の印象

株主の皆さまへ

取締役会の実効性評価について

　業種は異なりますが、経営者としてのこれまでの経験

を活かしながら、経営という観点で意見を述べ、経営陣の

良き多様性の一助となることが、当行取締役会における

私自身の役割だと思っております。今後、コーポレート・

ガバナンスの高度化のほか、株式会社東京証券取引所か

らも「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた

対応」が求められるなど、株主の皆さまから社外取締役に

求められる期待は高く、責任は重いものと認識しておりま

す。そのためにはこれからも自らの資質を高めること、当

行の組織・業務を深く学び様々な方とコミュニケーショ

ンを図ることを自らに課していきたいと思っています。

　当行は、地域を支える地域金融機関として地域に寄り

添い、地域企業に貢献していく必要があります。当行の

行是には、「銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにある

ことを認識し、つねに奉仕の精神の高揚につとめる。」と

ありますが、魅力ある地域をつくり、七十七銀行をより良

い企業にしていくことで、株主の皆さまから信頼をいた

だけるよう、今後も社外取締役の一員として積極的に取

締役会への関与を図り、企業価値向上に向けて微力を尽

くします。

魅力ある地域をつくり、
七十七銀行をより良い企業に
していくために、取締役会への
積極的な関与を図ります

取締役（社外取締役）

小 山　茂 典
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リスク管理態勢の強化 法令等遵守（コンプライアンス）の体制

　近年、金融機関を取り巻く経営環境が大きく変化し、金融機関はこれまでとは比較できないほど様々なリスクにさらされ
るようになりました。こうしたなか、金融機関には、従来以上にリスクを正確に把握、分析し、適切に管理することが求められ
ています。
　当行は、経営の健全性を高める観点から、直面するリスクに関して、リスクの種類毎に評価したものを総体的に捉え、自己
資本と比較・対照することによって、自己管理型のリスク管理を行う統合的リスク管理態勢を構築するとともに、リスク計量
技術の高度化等のリスク管理方法の向上を図っています。
　統合的リスク管理の具体的枠組みとしては、「リスク資本管理」を行っています。「リスク資本管理」とは、リスクの種類毎に
リスクの許容度であるリスク資本予算を部門（国内業務部門、資金証券部門等）に配賦したうえで、各部門のリスク量が配賦
額の範囲内に収まっていることをモニタリングする管理方法です。また、リスク資本管理は、リスクテイクに見合った期待さ
れた収益が確保されているかのモニタリングにも活用しています。

市場リスク管理
金利、為替、株式等
市場の変動への対応

[ ]市場リスク管理方針

オペレーショナル・
リスク管理

業務の過程等が不適切で
あることや外生的な

事象による損失への対応

[ ]オペレーショナル・
リスク管理方針

統合的リスク管理
リスクを総体的に捉え
自己資本と比較・対照する
自己管理型のリスク管理

[ ]統合的リスク管理方針

信用リスク管理
信用供与先の

財務状況悪化への対応

[ ]信用リスク管理方針

流動性リスク管理
資金繰りへの対応

市場取引が不能となった場合や
取引後に決済が不能と
なった場合への対応

[ ]流動性リスク管理方針

法令等遵守
（コンプライアンス）

経営環境の変化

金融行政の変革

金融市場のボーダレス化 金融サービスの多様化

金融技術の発展

事務リスク管理
事務堅確化への対応
事故・不正の防止

[事務リスク管理方針]

有形資産リスク管理
有形資産の毀損への対応

[有形資産リスク管理方針]

人的リスク管理
人事労務上の問題等への対応

[人的リスク管理方針]

法務リスク管理
法令等遵守状況等への対応

[法務リスク管理方針]

システムリスク管理
システム障害への対応・
不正使用の防止

[システムリスク管理方針]
（セキュリティポリシー）

風評リスク管理
市場や顧客の間における
事実と異なる風評への対応

[風評リスク管理方針]

サードパーティリスク管理
サードパーティの事務ミス、
システムトラブルおよび
不正取引等への対応

[サードパーティリスク管理方針]

災害等偶発事態発生
によるリスク管理

災害等偶発事態発生への対応
[災害等偶発事態発生による

リスク管理方針]

統合的リスク管理態勢

　当行は、法令等遵守に関する取組姿勢を明確化し、その実効性を確保するため、「法令等遵守方針」を制定しています。ま
た、役職員が法令等遵守を重視し、業務の適法な運営を確保するため、「法令等遵守にかかるガイドライン（遵守基準）」を制
定し、法令等遵守に関する具体的な指針（基本指針）と行動基準を明示し、コンプライアンスの徹底に努めています。

法令等遵守にかかるガイドライン（遵守基準）

［基本指針］
（ 1 ） 透明かつ健全な経営に徹し、もって信用秩序と円滑な金融の維持に最大限の意を払います。
（ 2 ） 法令や企業倫理を遵守し、公正で誠実な行動を徹底します。
（ 3 ） 社会の秩序や安寧に脅威を与えるものに対しては確固たる信念をもって対処します。
（ 4 ） 地域からお客さまから広く社会から信頼を得られる金融サービスを提供し、「良き企業市民」として銀行と地域の共存

に努めます。
（ 5 ） 自由闊達な職場の気風の醸成に努め、健全な職場づくりを推進します。

［行動基準］
（ 1 ） わたしたちは、法令・定款・就業規則・行内規定を遵守しその職責を果たします。
（ 2 ） わたしたちは、お客さまに対して不公正な取引を強要しません。
（ 3 ） わたしたちは、お客さまや銀行の秘密情報、公表に至らない重要情報を他に漏らしません。
（ 4 ） わたしたちは、法令や行内規定で定められた報告を怠ったり虚偽の報告をしません。
（ 5 ） わたしたちは、銀行の公共性と高い社会的責任を自覚しその職務に専念します。
（ 6 ） わたしたちは、権限を超えまたは権限を逸脱した指示命令には従いません。
（ 7 ） わたしたちは、銀行の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしません。
（ 8 ） わたしたちは、法令や行内規定に反してお客さまに便宜を図りません。
（ 9 ） わたしたちは、職務やその地位を利用して不当な利益を図りません。
（10） わたしたちは、お客さまや他の役員および行員から正当な理由なしに借財またはその斡旋をしません。
（11） わたしたちは、職務に関連し社会的相当性を欠く接待や贈答を行いません。
（12） わたしたちは、職場の秩序維持に努めます。

法令等遵守（コンプライアンス）体制

取締役会
（各取締役）

頭取＝
法令遵守
担当役員

監査部

子会社等

法令遵守監視者（主任監査員）
（不正事故、内部監査）

（危機管理、情報開示）

（綱紀・服務規律維持）

（株主総会、交通事故）

（事務事故）

（苦情、反社会的勢力、
マネー・ローンダリング）

（法令等の遵守に係わる統轄）

本部・営業店

コンプライアンス
推進委員会

（委員長；部店長）

監査等委員会
（監査等委員）

コンプライアンス部会
（部会長：コンプライアンス統轄部長）

コンプライアンス委員会
（委員長：頭取）

※コンプライアンス・オフィサーおよび法令遵守連絡担当者は、コンプライアンスに係わる職務については、上位職位者の指示によらず、独立性を確保して遂行する。

法令遵守統轄者
〔主な役割〕
各社内におけるコンプライアンスに
係わる教育・点検・監視等

法令遵守統轄者（コンプライアンス統轄部長）

（各部・母店）
コンプライアンス・オフィサー

（その他）
法令遵守連絡担当者

統轄コンプライアンス・オフィサー（法務課長）

総合企画部

人事部

総務部

事務統轄部

コンプライアンス統轄部
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11年間の主要財務データ※1

（億円）

2 0 1 6 年 度 2 0 1 7 年 度 2 0 1 8 年 度 2 0 1 9 年 度 2 0 2 0 年 度 2 0 2 1 年 度 2 0 2 2 年 度

 692 677 692 721 678 758 789

676 696 659 685 705 723 786

94 93 96 97 98 118 122

▲78 ▲112 ▲63 ▲61 ▲125 ▲83 ▲119

▲45 ▲82 ▲28 ▲25 ▲128 ▲88 ▲69

532 528 528 532 502 493 485

205 231 192 214 304 353 373

216 233 220 246 227 305 344

166 167 179 173 149 208 244

▲16 ▲23 23 73 76 46 12

161 183 176 182 165 222 251

（億円）

2 0 1 6 年 度 2 0 1 7 年 度 2 0 1 8 年 度 2 0 1 9 年 度 2 0 2 0 年 度 2 0 2 1 年 度 2 0 2 2 年 度

86,336 87,015 86,103 87,519 98,179 106,660 101,795

44,503 46,271 47,250 48,946 50,975 53,402 55,702

16,452 17,515 18,254 19,152 20,095 21,739 23,353

10,125 10,965 11,342 11,763 12,118 12,492 12,910

32,426 31,260 29,649 29,134 31,160 31,318 30,562

81,706 82,189 81,291 83,120 93,161 101,662 96,888

78,214 79,643 78,918 78,885 85,517 88,464 89,106

4,630 4,826 4,812 4,399 5,018 4,998 4,908

3,434 3,570 3,719 3,848 3,961 4,130 4,316

1,189 1,256 1,094 551 1,057 867 592

　

2 0 1 6 年 度 2 0 1 7 年 度 2 0 1 8 年 度 2 0 1 9 年 度 2 0 2 0 年 度 2 0 2 1 年 度 2 0 2 2 年 度

72.17％ 69.52％ 73.28％ 71.35％ 62.27％ 58.22％ 56.55％

3.56％ 3.82％ 3.60％ 3.89％ 3.42％ 4.33％ 4.92％

10.73％ 10.43％ 10.38％ 10.31％ 10.39％ 10.27％ 11.23％

6,306.73 6,613.28 6,582.31 6,057.30 6,947.19 6,944.03 6,818.61

215.73 246.87 237.90 246.97 222.89 300.81 338.74

9.00 27.00 47.50 50.00 50.00 67.50 90.00

20.86％ 18.22％ 19.96％ 20.24％ 22.43％ 22.43％ 26.56％

※1 （連結）の記載がないものは単体ベース
※2 経費÷（業務粗利益－国債等債券損益）
※3 当期純利益÷期中平均純資産額（純資産額の期首と期末の単純平均）
※4 2011年度および2012年度はバーゼルⅡの値
※5 2022年度より最終化されたバーゼルⅢを早期適用し、自己資本比率を算出しています。
※6 2017年10月1日付で5株を1株に株式併合しています。2016年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算出しています。
※7   2017年10月1日付で5株を1株に株式併合しています。2017年度の1株当たり配当額27.00円は、中間配当額4.50円と期末配当額22.50円の合計であり、中間配当額4.50円は株式併合前の

配当額、期末配当額22.50円は株式併合後の配当額です。

（億円）

2 0 1 2 年 度 2 0 1 3 年 度 2 0 1 4 年 度 2 0 1 5 年 度

業 務 粗 利 益 770 779 801 751

資 金 利 益 685 700 702 708

役 務 取 引 等 利 益 98 102 103 100

そ の 他 業 務 利 益 ▲13 ▲23 ▲4 ▲57

う ち 国 債 等 債 券 損 益 ▲15 ▲24 ▲2 ▲45

経 費 538 553 571 609

コ ア 業 務 純 益 247 250 232 187

経 常 利 益 206 255 305 243

当 期 純 利 益 121 147 169 157

与 信 関 係 費 用 ▲14 ▲7 ▲38 ▲62

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益（ 連 結 ） 124 151 170 159

◆業績サマリー

（億円）

2 0 1 2 年 度 2 0 1 3 年 度 2 0 1 4 年 度 2 0 1 5 年 度

資 産 の 部 合 計 82,337 84,784 85,597 85,701

貸 出 金 37,708 40,078 42,277 43,579

中 小 企 業 向 け 12,637 13,376 14,121 15,195

個 人 向 け 7,764 8,316 8,860 9,316

有 価 証 券 34,029 37,165 36,836 34,789

負 債 の 部 合 計 78,784 80,919 81,018 81,270

預 金 ＋ 譲 渡 性 預 金 77,501 78,765 78,549 79,712

純 資 産 の 部 合 計 3,553 3,865 4,579 4,431

株 主 資 本 合 計 2,936 3,058 3,183 3,306

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 612 801 1,390 1,117

◆貸借対照表サマリー

　

2 0 1 2 年 度 2 0 1 3 年 度 2 0 1 4 年 度 2 0 1 5 年 度

コ ア O H R（ コ ア 業 務 粗 利 益 経 費 率 ）※ 2 68.52％ 68.87％ 71.07％ 76.48％

R O E（ 連 結 ）※ 3 3.73％ 4.06％ 4.05％ 3.54％

自 己 資 本 比 率（ 連 結 ）※ 4  ※ 5 12.54％ 12.68％ 12.51％ 11.21％

1 株 当 た り 純 資 産 額（ 円 ）（ 連 結 ）※ 6 953.77 1,027.15 1,223.49 1,165.83

1 株 当 た り 当 期 純 利 益（ 円 ）（ 連 結 ）※ 6 33.29 40.26 45.56 42.37

1 株 当 た り 配 当 額（ 円 ）※ 7 7.00 7.50 8.50 9.00

配 当 性 向（ 連 結 ） 21.02％ 18.62％ 18.65％ 21.24％

◆経営指標等
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プロフィール（2023年3月31日現在）

投資実行累計額コンサルティング・受託調査案件数

2022年3月末2021年3月末 2023年3月末2021年度2020年度 2022年度

（単位：百万円）

2,485

3,518

（単位：件）

94

142

住宅ローン保証残高
（単位：億円）

2022年3月末2021年3月末 2023年3月末

リース債権・割賦債権残高
（単位：億円）

307

2022年3月末2021年3月末 2023年3月末

270 8,687 9,060

2021年度2020年度 2022年度

（単位：億円）
ショッピング取扱高

（単位：億円）
預り資産残高（七十七銀行の仲介額控除後）

2022年3月末2021年3月末

1,089

2023年3月末

1,262882 951

3,840143

320 9,451

1,4551,104

0

100

200

300

0

3,000

6,000

9,000

0

500

1,000

700

0

1,400

0

50

100

150

0

2,000

4,000

名 称 株式会社七
しちじゅうしち

十七銀行
英 文 名 称 The 77Bank, Ltd.
本 店 仙台市青葉区中央三丁目3番20号
創 業 1878年（明治11年）12月9日
資 本 金 246億円
従 業 員 数 2,585人

店 舗 数 144（本支店138、出張所6）
自己資本比率
（国内基準） 単体10.96％　連結11.23％

総 資 産 10兆1,795億円
預金・譲渡性預金 8兆9,106億円
貸 出 金 5兆5,702億円

七十七パートナーズ（2021年12月設立）

　地域企業の経営権取得による従来以上に踏み込んだコンサルティング機能を発
揮し、企業価値向上に向けた伴走支援を行っています。
　2023年3月末時点における投資実行件数は1件です。

グループ会社

［注］リボルビング払い、分割払いを含む。

七十七リース

七十七カード

七十七リサーチ＆コンサルティング

七十七信用保証

七十七証券

七十七キャピタル

　事務用機器、輸送用機器、産業機械、医療機器、土木建築機械などのファイナ
ンスリース等により、お客さまの設備投資をサポートしています。

　個人や法人のお客さまにJCB、Visa、MasterCardなどのクレジットカードを
発行するほか、キャッシュレス端末の導入支援やカードローンの保証業務を行っ
ています。

　会員組織運営、調査研究業務およびコンサルティング業務を主な業務とし、専
門性を有し、付加価値の高いサービスを提供しています。

　住宅ローンやマイカーローンなどの無担保ローンを利用されるお客さまの債務
保証のほか、債権管理などの業務を行っています。

　宮城県に本社を置く唯一の証券会社であり、七十七銀行との「銀証連携」によ
り、お客さまの立場に立った良質なサービスと専門性の高い商品を提供していま
す。

　投資事業有限責任組合（ファンド）の組成・運営業務を主な業務とし、企業の
事業特性やプロジェクトに応じた幅広い資金の提供はもとより、投資を通じた企
業育成や企業支援等を行っています。

七十七デジタルソリューションズ（2023年5月設立）

　ITコンサルティング業務を主な業務として地域企業のデジタル化・DXに向け
たソリューション等を提供しています。

七十七ヒューマンデザイン（2022年8月設立）

　経営人材やプロ人材の紹介を中心とした「人」にかかわる多角的なソリュー
ションの提供を行っています。
　2023年3月末時点における人材紹介件数は40件です（2023年1月から2023年
3月の実績）。

店舗ネットワーク（2023年7月31日現在）

■店舗ネットワークデータ

宮城県内
市町村数 店舗数合計

うち当行店舗有 うち店舗内店舗数
宮城県内 35 30 128 30
市 14 14 109 27

（うち仙台市） (62) (14)
町 20 16 19 3
村 1 ─ ─ ─

宮城県外 16 ─
東京都内 2 ─

その他道府県 14※1 ─
合計 35市町村 30市町 144ヵ店※2 30ヵ店

※1　その他道府県支店所在地／札幌市、青森市、盛岡市、北上市、秋田市、山形市、福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、いわき市（2ヵ店）、名古屋市、大阪市
※2　店舗数合計144ヵ店には、振込専用支店1ヵ店が含まれており、店舗内店舗数30ヵ店を考慮すると店舗の拠点数は113ヵ所となっています。

岩ヶ崎

気仙沼

若柳

女川

田尻古川

蔵王

白石

丸森

大河原
船岡・槻木

角田

亘理

涌谷

矢本・鳴瀬出張所
松島

登米

小牛田

岩出山・鳴子
佐沼・米谷

志津川

鹿島台・松山出張所
吉岡

七ヶ浜
下馬
多賀城
高砂
杜せきのした・閖上

利府

村田・川崎

山下

築館・一迫

南古川
古川十日町

富谷

名取西

岩沼・岩沼西

明石台・向陽台

増田・仙台空港出張所

中新田・小野田

内脇

塩釜市 3ヵ店

石巻市 9ヵ店、出張所1ヵ店

仙台市
60ヵ店、出張所2ヵ店

店舗・CSコーナーの詳細についてはこちらよりご覧いただけます。

海外
上海 1拠点／シンガポール 1拠点

北海道
１ヵ店

青森県
支店1ヵ店
法人営業所1ヵ所

秋田県
1ヵ店

山形県
1ヵ店

大阪府
1ヵ店

愛知県
1ヵ店

東京都
2ヵ店

福島県
6ヵ店

岩手県
2ヵ店 宮城県

本支店122ヵ店、出張所6ヵ店
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